
審 査 基 準 （ 公 表 用 ）          様式第３号 
所管部（局）・課  生産振興部 生産者支援課           

法 令 名 山村振興法 法令の番号 昭和４０年法律第６４号 
許認可等の種類 農林漁業の経営改善又は振興のための計画の認定 根 拠 条 項 第１７条 

 
 
 
 
 
 
審 
 
査 
 
基 
 
準 
 
 
 
 
 
 
 

 
  農林漁業の経営改善又は振興のための計画の認定については、農林水産省令（山村振興法第１７条の農林漁業の経営改善又は振興の 
ための計画に関する省令昭和５０年４月１８日農林省令第２３号）により認定する。 
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